




南海トラフ地震防災規程












（事業所名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


南海トラフ地震防災規程


＜目的と適用範囲＞

第1条 　この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

第2条  この計画で定めたことは、ここに勤務または利用し、出入するすべての者が守らなければならない。

＜自衛消防組織＞

第３条  南海トラフ地震が発生した場合における自衛消防組織は、別表のとおりとし、その編成及び任務は次のとおりとする。
  ⑴　自衛消防隊長(以下「隊長」という。)　
  　①　自衛消防組織を統括し、必要な情報の収集及び南海トラフ地震が発生したことを各担当に伝達するとともに、自衛消防隊に指揮、命令等を行う。
　　②　津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止または軽減を図るために必要な措置を行わせる。
　⑵　情報収集連絡担当
1 　隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告する。
2 　隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を外来者、その他の従業員に伝える。
3 　あらかじめ幾つかの状況を想定して、それぞれの場合に応じた外来者等に対する情報伝達の手段等を定めておく。
⑶　避難誘導担当
1 地震の発生または隊長の指示に基づき、速やかに避難経路の確認及び確保を行い、避難経路確認等を完了したときは、その旨を直ちに隊長に報告する。
2 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、非常口及び退避方向を避難対象者に知らせ、混乱防止につとめて避難誘導を行い、避難誘導を完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告する。

＜避　難＞

第４条   南海トラフ地震が発生した場合の避難場所は「　　　　　　　　」とする。
２　避難誘導担当は、避難対象者に対し避難場所の位置、避難経路図を「　　　　　　」
　に掲出しなければならない。



＜その他不測の事態＞

第5条 　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この消防計画どおりに活動することが困難または適当でないと判断したときは、これによらないことができる。
２　各担当の責任者は、この消防計画どおりに活動することが困難または適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

＜訓　練＞

第６条　防火管理者等は、南海トラフ地震に係る情報収集、伝達及び津波からの避難に関する訓練等を年１回以上行うものとする。
　
＜教育及び広報＞

第７条　防火管理者等は、従業員等に対して南海トラフ地震による被害の防止または軽減を図るために必要な教育及び広報を定期的に行わなければならない。
　

[bookmark: _GoBack]  この規程は、令和    年    月    日から施行する。
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